
 地方税法等の一部改正に伴い下記のとおり改正しました。

 ○　給与所得控除の見直し（個人住民税・所得税）

 　　※住民税は平成２９年度分から、所得税は平成２８年分から適用されます。

 　所得税及び住民税における給与所得控除について、控除水準の適正化を図る観点から、
 個人住民税における給与所得控除の上限が、次のとおり引き下げられます。

 ○　法人住民税法人税割の税率引下げ

 　　※平成２６年１０月１日以後に開始する事業年度から適用されます。

 　法人住民税法人税割の標準税率及び制限税率が、次のように引き下げられます。

 　なお、神埼市においては、制限税率を適用しています。（１４.７％→１２.１％）

 ○　軽自動車税の税率引上げ

 　　※軽自動車税の税率引上げは、平成２７年度分から適用されます。

 　　　国及び地方を通じた自動車関連税制の見直しに伴い、軽自動車税の税率が引上げ
 　　られます。

 ①原動機付自転車、軽自動車のうち二輪及び二輪の小型自動車は、標準税率を約１.５倍
 （最低２,０００円）に引上げ。

 　三輪以上の軽自動車の標準税率を、自家用自動車にあっては１.５倍、その他の区分の
 　車両にあっては約１.２５倍引上げ。　 ※ただし、平成２７年４月１日以後に最初の新規

　 検査を受けるもの（平成２７年４月１日以降に購入した新車）から新税率が適用されます。

　 平成２７年３月３１日までに最初の新規検査を受けたものは現行の税率に据え置き。

市税に係る税制改正のお知らせ

 現　行   平成２９年度分の   平成３０年度分以後
（平成２６～２８年度分）   個人住民税   の個人住民税

  控除の上限が

  適用される給与収入  １,５００万円  １,２００万円  １,０００万円
  給与所得控除の

 上限額  ２４５万円  ２３０万円  ２２０万円

 現　行 改正後

標準税率 制限税率 標準税率 制限税率

市町村民税法人税割 １２．３％ １４．７％  ９．７％ １２．１％

 （単位：円）

車種区分
標準税率

 現　行 改正後

原動機付
自転車

 ５０cc以下  １,０００  ２,０００
 ５０cc超９０cc以下  １,２００  ２,０００
 ９０cc超１２５cc以下  １,６００  ２,４００
ミニカー  ２,５００  ３,７００

軽自動車

二輪 （１２５cc超～２５０cc以下）  ２,４００  　３,６００
三輪  ３,１００ ※ 　３,９００

四輪以上
乗用

自家用  ７,２００ ※ １０,８００
営業用  ５,５００ ※ 　６,９００

貨物用
自家用  ４,０００ ※ 　５,０００
営業用  ３,０００ ※ 　３,８００

小型特殊
自動車

 農耕作業用のもの  １,６００  ２,４００
 その他のもの  ４,７００  ５,９００

 二輪の小型自動車（２５０cc超）  ４,０００  ６,０００



 ○　三輪以上の軽自動車に係る重課税の導入
 　　※三輪以上の軽自動車に係る重課税の導入は、平成２８年度分から適用されます。

 　　　グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から１３年を経過した三輪以上の
 　　軽自動車について、税率が引上げられます。

 ※平成２８年４月１日より、最初の新規検査（初年度登録）から１３年を経過した三輪
 　以上の軽自動車について、標準税率の概ね２０％の重課を導入。

 ○　住宅ローン控除の延長・控除限度額の拡充

 　　※平成２６年から平成２９年までの入居者について適用されます。

 　　※所得税の住宅ローン控除の適用者（平成２６年から平成２９までの入居者）について、

 　　　所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額の範囲内で個人住民税から控除

 　　　します。

 ○　上場株式等の配当所得・譲渡所得等に係る軽減税率の適用期間終了。

 　　※平成２５年１２月３１日までの間、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等については

 　　　軽減税率が適用されておりましたが、適用期間の終了に伴い平成２６年１月１日以降

 　　　に適用される税率は次のとおりとなります。

※申告分離課税にて申告する場合。

 ○　少額投資非課税制度（ＮＩＳＡ）の創設

 　　※安定的な資産形成の支援と経済成長に必要な成長資金の供給拡大の両立を図る観点から、

 　　「貯蓄から投資へ」の流れを促進し、個人投資家の裾野拡大のために、平成２６年１月１日

 　　　以後に開設した非課税口座内の上場株式等の配当所得及び譲渡所得については、開設した

 　　　年から５年以内に限り、所得税及び個人住民税が非課税となります。

 　　①　非課税対象　

 　　　　　非課税口座内の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等　

 　　②　非課税投資額　

 　　　　　毎年、新規投資額で１００万円を上限

 （単位：円）

車種区分 現行

 最初の新規検査から
 １３年を経過した三輪

 以上の軽自動車

重課税率

 　三輪  ３,１００  ４,６００

四輪以上
 乗用

 自家用  ７,２００  １２,９００
 営業用  ５,５００  ８,２００

 貨物用
 自家用  ４,０００  ６,０００
 営業用  ３,０００  ４,５００

入居時期  平成２５年中（現行）
 平成２６年１月  平成２６年４月

 ～３月  ～平成２９年１２月

 個人住民税の
控除限度額

 所得税の

 同　左

 所得税の

 課税総所得金額等の５％  課税総所得金額等の７％

 （最高９７,５００円）  （最高１３６,５００円）

 区　　　分  ～平成２５年１２月３１日  平成２６年１月１日～

上
場
株
式
等

金融商品取引業者等
 を通じた売却等

 所得税 ７％  所得税 １５％

 住民税 ３％  住民税 　５％

 上記以外の売却  所得税 １５％

 未公開（非上場）株式など  住民税 　５％



 　　③　非課税投資総額　

 　　　　　最大５００万円 （１００万円×５年間）

 　　④　投資可能期間

 　　　　　１０年間（平成２６年１月１日～平成３５年１２月３１日）

 　　⑤　非課税期間

 　　　　　投資した年から最長５年間

 　　　　　※非課税期間終了後も、翌年の１００万円の枠を利用して引き続き非課税口座で継続

 　　　　　保有が可能。

 　　⑥　損益通算

 　　　　　特定口座等で生じた配当・譲渡益との損益通算は不可。

 　　⑦　 原則、口座開設は一人一口座

問合せ先　 神埼市役所　税務課　市民税係
TEL　３７－０１１４（直通）


